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児童発達支援・放課後等デイサービス

基準省令の改正について（送迎自動車）
「ホウデイノトリセツ」の紹介

神⼾市福祉局監査指導部



厚生労働省 基準省令の改正（送迎自動車）

① 子 ど も の 送 迎 や 施 設 外 活 動 等 の た め に 自 動 車 を 運 行 す る 場 合 、乗降の際に点呼等の
方法により子どもの所在を確認す る こ と （ ル ー ル 化 を 徹 底 す る こ と ） 。

② 送 迎 用 の 自 動 車 を 運 行 す る 場 合 は 、 当 該 自 動 車 にブザーその他の車内の子どもの見
落としを防止する装置を装備し 、 ス イ ッ チ を O N に し て 、 降 車 時 の ① の 所 在 確 認 を
す る こ と 。

〔 施 行 ： 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 〕
〔 経 過 措 置 ： 装 置 の 装 備 が 困 難 な 場 合 の 令 和 ６ 年 ３ 月 3 1 日 ま で の 間 〕

⇒ 子 ど も の 所 在 の 見 落 と し を 防 止 す る た め の 代 替 的 な 措 置 を 講 ず る こ と
⇒ 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 は 装 置 の 装 備 が 必 須

新たに義務付けられた２点〔令和４年12月28日通知〕

神 ⼾ 市 福 祉 局 （ 所 属 部 署 名 ）
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厚生労働省 基準省令の改正（送迎自動車）

① 所 在 確 認
送 迎 時 の 運 行 だ け で な く 、 施 設 外 活 動 な ど 子 ど も の 移 動 の た め に 自 動 車 を 運 行 す る す べ
て の 場 合 が 対 象 で す 。

② 安 全 装 置 の 義 務 付 け の 対 象
座 席 が３列またはそれ以上ある自動車は全て対象です。
座 席 が ２ 列 以 下 の 自 動 車 は 対 象 外 で す 。
（ 座 席 に は 車 椅 子 を 使 用 す る 子 ど も が 車 椅 子 に 乗 っ た ま ま 乗 車 す る ス ペ ー ス を 含 む ）

留意事項（①～②）

神 ⼾ 市 福 祉 局 （ 所 属 部 署 名 ）



厚生労働省 基準省令の改正（送迎自動車）

③ 装 備 す べ き 安 全 装 置
「 ブ ザ ー そ の 他 の 車 内 の 子 ど も の 見 落 と し を 防 止 す る 装 置 」 は 、 国 土 交 通 省 が 1 2  月 2 0  
日 に 策 定 ・ 公 表 し た 「 送 迎 用 バ ス の 置 き 去 り 防 止 を 支 援 す る 安 全 装 置 の ガ イ ド ラ イ ン 」
に 適 合 す る も の で あ る こ と が 求 め ら れ ま す 。

ガ イ ド ラ イ ン に 適 合 す る 装 置 に つ い て は 、 内 閣 府 が 国 土 交 通 省 と 連 携 し て 一 覧 リ ス ト を
作 成 ・ 公 表 す る 予 定 で す 。

④ 実 効 性 の 確 保
義 務 付 け に 違 反 し た 場 合 は 児 童 福 祉 法 第 4 5  条 等 の 規 定 に 抵 触 し 、 改 善 勧 告 等 の 対 象 に
な り 得 ま す 。 そ の う え で 改 善 が 見 ら れ な い 場 合 は 、 同 法 第 4 6  条 等 の 規 定 に よ る 事 業 停
止 命 令 及 び 同 法 第 6 1  条 の ４ 等 の 罰 則 の 対 象 に な り 得 ま す 。

留意事項（③～④）

神 ⼾ 市 福 祉 局 （ 所 属 部 署 名 ）



厚生労働省 基準省令の改正（送迎自動車）

⑤ 施 行 期 日
施 行 期 日 は 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 で す が 、 法 令 上 の 規 定 の 有 無 に か か わ ら ず 、 置 き 去 り が
生 じ る こ と の な い よ う 所 在 確 認 を 徹 底 し て く だ さ い 。

⑥ 経 過 措 置
安 全 装 置 の 導 入 が 困 難 な 場 合 も 考 え ら れ ま す （ 例 え ば 装 置 の 供 給 が 追 い 付 か な い な ど ） 。
そ の た め 令 和 ６ 年 ３ 月 3 1  日 ま で の 間 は 前 述 の 経 過 措 置 が 認 め ら れ ま す 。
可 能 な 限 り 令 和 ５ 年 ６ 月 末 ま で に 導 入 す る よ う 努 め て く だ さ い 。

安 全 装 置 が 装 備 さ れ る ま で の 間 は 、 例 え ば 、 運 転 席 に 確 認 チ ェ ッ ク シ ー ト を 備 え 付 け る
と と も に 、 車 体 後 方 に 子 ど も の 所 在 確 認 を 行 っ た こ と を 記 録 す る 書 面 を 備 え る な ど 、
子 ど も が 降 車 し た 後 の 車 内 確 認 漏 れ が 生 じ な い た め の 措 置 を 講 じ て く だ さ い 。

留意事項（⑤～⑥）

神 ⼾ 市 福 祉 局 （ 所 属 部 署 名 ）



厚生労働省 基準省令の改正（送迎自動車）

 リ ー ス や 外 部 委 託 に よ る 自 動 車 も 対 象 に な り ま す 。
 送 迎 が 時 期 限 定 （ 雨 天 の み 、 夏 季 休 暇 の み な ど ） で 実 施 さ れ る 場 合 や 、 迎 え の み 、 送 り

の み な ど の 場 合 も 対 象 で す 。

補足

神 ⼾ 市 福 祉 局 （ 所 属 部 署 名 ）

例外（非常に限定的）

 車 検 の 際 に 使 用 す る 代 車 に つ い て は 、 期 間 が 通 常 は １ 日 程 度 の 非 常 に 短 期 間 で あ る こ と
を 踏 ま え 、 義 務 付 け の 対 象 外 と し て 認 め ら れ ま す 。

 子 ど も が 車 椅 子 に 乗 っ た ま ま 自 動 車 の バ ッ ク ド ア か ら 乗 降 す る 福 祉 車 両 は 、 ２ 列 目 ・ ３
列 目 い ず れ も 車 椅 子 用 で 死 角 が な け れ ば 、 対 象 外 と し て 認 め ら れ ま す 。



厚生労働省 基準省令の改正（送迎自動車）

義 務 付 け さ れ る ブ ザ ー な ど の 装 置 に つ い て は 、 一 定 の 条 件 を み た す 場 合 に つ い て 、 国 か ら
の 給 付 金 を 受 け 取 る こ と が で き る 見 込 み で す 。
具 体 的 な 条 件 の 内 容 や 申 請 方 法 な ど が 明 ら か に な り ま し た ら 別 途 ご 連 絡 い た し ま す 。

その他

神 ⼾ 市 福 祉 局 （ 所 属 部 署 名 ）

注意点

新 た に 義 務 付 け さ れ た ２ 点 の う ち 、 １ 点 目 の 『乗降の際に点呼等の方法により子どもの所
在を確認す る こ と （ ル ー ル 化 を 徹 底 す る こ と ） 』 に つ い て は 、 経 過 措 置 は あ り ま せ ん 。 今
年 （ 令 和 ５ 年 ） ４ 月 １ 日 か ら 改 正 基 準 省 令 と し て 施 行 さ れ ま す 。

基 準 省 令 改 正 の 趣 旨 に 照 ら し て 、 施 行 期 日 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ） を 待 つ こ と な く 、 早 期 に
取 り 組 む よ う に し て く だ さ い 。



厚生労働省 基準省令の改正（送迎自動車）
神 ⼾ 市 福 祉 局 （ 所 属 部 署 名 ）

義務付けの



厚生労働省 基準省令の改正（送迎自動車）
神 ⼾ 市 福 祉 局 （ 所 属 部 署 名 ）

義務付けの



ホウデイノトリセツの紹介

参考例～虐待防止委員会①

神 ⼾ 市 福 祉 局 （ 所 属 部 署 名 ）
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 基 準 省 令 の 要 旨 に つ い て 、 な る べ く イ メ ー ジ 的 に 把 握 ・ 理 解 す る こ と が で き る よ う 工 夫
し て い ま す 。 研 修 用 資 料 な ど に ぜ ひ ご 活 用 く だ さ い 。



ホウデイノトリセツの紹介

参考例～虐待防止委員会②

神 ⼾ 市 福 祉 局 （ 所 属 部 署 名 ）
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ホウデイノトリセツの紹介

参考例～虐待防止委員会③

神 ⼾ 市 福 祉 局 （ 所 属 部 署 名 ）
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U R L ：
 h t t p s : / / w w w . c i t y . k o b e . l g . j p / z / f u k u s h i / s h o u g a i j s h i e n n . h t m l
 カ タ カ ナ で 「 ホ ウ デ イ ト リ セ ツ 」 で 検 索 す れ ば す ぐ み つ か り ま す ！ ！

https://www.city.kobe.lg.jp/z/fukushi/shougaijshienn.html

